
※第三者によるなりすまし届出を防止するため、営業者であることを証明する書類（本人確認書類（個
人）・登記事項証明書（法人、写し可））を持参ください。 
 
本人確認書類 
いずれか一枚を提示していただき、本人確認となる書類 

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等官公庁発行の写真付き本人確認書類 
二枚以上組み合わせて提示していただき、本人確認となる書類 
健康保険証・年金手帳・学生証または社員証など法人が発行した身分証明書で写真付きのもの 

 

１オープンデータの取扱い 
 
営業許可申請書・営業届情報は原則オープンデータとして公開します。申請者または届出者の氏名等

のオープンデータに不都合がある場合は、非公開を希望する項目をチェック（☑）してください。 
 

２申請者・届出者情報 
 
廃業を届け出る施設の営業者の情報を記載してください。 
 

３営業施設情報 
廃業を届け出る施設の情報を記載してください。 
 

 
４営業許可業種 
 

廃業を届け出る施設が受けていた許可情報を記載してください。 
 

５営業届出 
 

廃業を届け出る施設が届け出ていた情報を記載してください。 
 

６自動車登録番号（自動車の場合のみ） 
 
自動車による営業施設の廃業を届け出る場合、自動車登録番号を記載してください。 

 
７廃業年月日 
 
廃業した日付を記載してください。 

記載要領３（営業許可申請書・営業届（廃業）） 

第12号様式 

※許可・届出施設を同時廃業の場合、 
１枚で両方の廃業を届出できます。 


